
※入居資格審査の合否が確定されるまで、大切に保管してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

  

戸田市営住宅 

空室入居者募集案内 

＜お問い合わせ先・郵送先＞ 
戸田市役所 都市整備部 
建築住宅課 住宅政策・マンション担当 
 
〒335-8588 戸田市上戸田 1丁目 18番 1号 
TEL 048-441-1800（内線 380・334） 

【募集期間】 
１１月１日（金）８：３０から 

１１月１８日（月）１７：１５まで（必着） 

・ この募集案内をよくお読みになってから必要書類を建築住
宅課に提出してください。（窓口・郵便・インターネットで
受付） 

 
・ 必要書類の提出は郵送可能です。ただし、１１月１８日（月）

１７：１５までに戸田市役所建築住宅課に必着となります。 
郵送事故等防止のため、郵便物の追跡ができる方法でお送 
りいただくことをお勧めします。 

 
・インターネットからの申し込みも可能です。ただし、１１

月１８日（月）１７：００までにお申し込みください。 
 

・申込みにあたり、入居者資格をご確認ください。 

定期募集 令和６年１１月版 

【申込ホームページはこちら】 
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１ 市営住宅について                 

（1）市営住宅とは 

市営住宅は、公営住宅法に基づき、住宅に困窮している方のために自治体や国の経費

で建てられた公的な賃貸住宅です。そのため、民間の賃貸住宅とは違い、収入制限など

の申込資格があります。 

（2）市営住宅の特徴 

①収入制限について 

市営住宅は住宅に困窮している方のための住宅です。公営住宅法で規定されてい 

る収入基準を超える方は申し込みができません。 

②家賃について 

家賃の金額は、入居者の世帯収入に応じて決定されます。入居者は毎年、市に対  

して 1 年間の収入を申告する義務があり、申告された収入に合わせた家賃が算定さ 

れます。 

規定された収入基準を超えるときは、収入に応じて決まる家賃に、超過の割合に応

じて加算された額の合計が家賃となります。また、入居してから 5 年以上経過し、

収入調査で 2 年間引き続き「高額所得者」に認定されたときは、住宅の明渡しが請

求されます。 

市営住宅の家賃は、当月末日が納入期限です。家賃を滞納すると、明渡し請求をす

る場合もあります。また、家賃は当市指定の金融機関で納入していただきます。 

 ③敷金について 

   敷金は、家賃の 3 ヶ月分を指定日までに納入していただきます。 

④連帯保証人について 

市営住宅に入居する際には、原則として、連帯保証人を１名選任していただく必要

があります。連帯保証人となる方には入居決定後、「請書」の該当欄に住所・氏名等

の必要事項の記入及び捺印をしてもらい、「住民票」「課税証明書」「印鑑証明書」等

を添付していただく必要があります。（入居決定のあった日から 10 日以内） 

ただし、一定条件を満たした場合、連帯保証人の選任を免除される場合があります

のでご相談ください。 

⑤共益費・共用部の管理について 

街路灯、廊下灯、給水施設、浄化槽及びエレベーター等の共同施設の電気代等の 

費用は「共益費」として市営住宅管理人（居住者の中から選定された方）に支払う 

必要があります。なお、各住宅の「共益費」は、設備内容等により異なりますので、 

市営住宅管理人の方から説明を受けてください。 

また、共用部の管理については、市営住宅管理人の方の指示に従い、各住宅のル 
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ールに従って管理を行っていただきます。市営住宅での生活を快適に過ごすために 

必要不可欠な活動です。積極的に活動へ参加し、住みやすい環境づくりへのご協力 

をお願いします。 

⑥入居者の義務について 

入居者の方には、公営住宅法や市の条例等に基づいた義務やルールがあります。 

⑦部屋の修繕や清掃について 

市営住宅は以前の入居者が退去された後に、生活に支障が出ない範囲にて修繕を

実施しており、汚損がある場合があります。また、修繕の際にクリーニングも行って

いますが、修繕から時間が経過した部屋には、埃などが溜まっている場合もあります

ので予めご了承ください。 

また、入居中及び退去時の修繕については、規定の負担区分に従い、市または入居

者が行うこととなります。 

 ⑧部屋の設備について 

   市営住宅には、エアコンやガス台、一部照明器具、ウォシュレットが設置されて

いません。当選した後、内覧が可能ですので、ご確認いただき、ご入居の際にご自

身でご準備ください。 

 ⑨ペットについて 

他の入居者の迷惑になりますので、市営住宅では犬・猫等の動物を飼育できませ 

ん。 

 ⑩電気・ガス・水道・インターネットについて 

   住宅の電気・ガス・水道・インターネットの契約は、入居の際に各自ご契約くだ

さい。なお、ガスにつきまして、柳原住宅及び笹目夏浜住宅はプロパンガスですが、

それ以外の住宅は都市ガスになります。 
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２ 入居者資格                    

 
 
 

市営住宅に入居ができる方は、次の①～⑤までの全ての要件を備えていることが必要

です。 
 

① 現に同居し、又は同居しようとする親族（配偶者・3 親等以内の親族または内縁関係

及び婚約者を含む）があること。ただし、1ＤＫタイプの住居は、単身入居可。 

② 入居しようとする世帯全員の収入の総額が、入居収入基準の範囲内にあること。 

③ 入居可能日の前日時点（令和 7 年 1 月 31 日）で連続して戸田市に 1 年以上住所又

は勤務場所があり、かつ、市民税等を完納していること。 

④ 現に住宅に困窮していることが明らかなこと。 

⑤ 申込者を含めた同居世帯の全員が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律」第 2 条第 6 号に規定する暴力団員及び暴力団関係者ではないこと。 
 

※夫婦のどちらか一方が子供と申し込む場合（ＤＶ被害者の方を除く）や、社会通念上、

著しく不自然な世帯分離による場合は申し込みできません。 
 
 
 

自己所有の住宅、ＵＲ賃貸住宅、特定優良賃貸住宅、都道府県営住宅、市町村営住宅

に居住している方は、「住宅に困窮」しているとは認められず、原則として、市営住宅に

入居することはできません。ただし、入居者共通資格に加えて、下記の場合は入居が認

められる場合があります。 
 

 ①現在、自己所有の住宅に居住している方 

  ・災害により住宅が滅失した方 

②現在、他の公営住宅に入居している方 

・現に居住している住宅の除却が決定されている方 

・都道府県営住宅に入居しており、かつ、正当な事由による明渡しの期限日が定めら 

れている方で、明渡し期限日から起算して 2 年以内の方 

③現在、ＵＲ賃貸住宅もしくは特定優良賃貸住宅等に入居している方 

・現に居住している住宅の除却が決定されている方 

・現に居住している住宅の家賃の負担率が、その年間収入金額を 12 で除した額の

25％以上である方 

 

 

入居者共通資格 

住宅困窮要件について 
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外国人の方にあっては、入居者共通資格に加えて、日本における中長期在留資格を有

する方のみ入居することができます。 

 

 

 

市営住宅に入居できる同居人は、名義人の三親等以内の親族に限られます。下記の例

をご参考に申込みを行ってください。 

 

 

 

 

 

外国人の方について 

同居可能な親族について 
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３ 入居収入基準                   

（1）入居収入基準 

収入月額は、法に則って過去 1 年間の状況を確認して入居資格を審査するためのも

のです。入居収入基準は次のとおりです。 

申し込み前にご自身で 7 ページから 11 ページまでの計算方法により計算を行い、

入居収入基準を満たしているかどうか確認してください。 

収入月額 158,000 円以下 

ただし、同居し或いは同居しようとする親族のうち、次に該当する方がいる世帯は、

基準となる収入月額が 214,000 円以下まで緩和されます。 

 

・1 級から 4 級の身体障害者手帳の交付を受けている方 

・1 級から 3 級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 

・○Ａ 、Ａ又はＢの療育手帳（みどりの手帳等）の交付を受けている方 

・申込者本人が 60 歳以上であり、かつ、同居者のいずれもが 60 歳以上の方又は 18

歳未満の方 

・戦傷病者手帳（障害の程度が恩給法別表第 1 号表ノ 2 特別項症から第 6 項症まで、

又は同法別表第 1 号表ノ 3 の第 1 款症）の交付を受けている方 

・原子爆弾被爆者の方 

・海外からの引揚者で、日本上陸後 5 年以内で、引揚証明書の交付を受けている方 

・ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律（平成 13 年法律 

第 63 号）第 2 条に規定するハンセン病療養所等に入所していた方 

・小学校就学前の方（ただし、入居後 3 年間経過し、小学校就学前の子がなく、かつ

収入月額が 158,000 円を超える場合は、収入超過者として明け渡し努力義務が発

生すると共に、割増家賃が加算されます。） 
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≪参考≫ 収入月額とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪参考≫ 

収入計算の対象となる収入 

・国民年金、厚生年金、恩給等（ただし、遺族年金、障害年金は対象外） 

・給与、賞与、残業その他の手当（アルバイト・パート等の収入も含む。） 

・事業による所得（生命保険の外交員等の報酬も含む。） 

・日雇い等による所得 

・その他、利子・配当など継続的な収入で課税対象になるもの 

 

収入計算の対象とならない収入 

・退職所得、譲渡所得、一時所得、雑所得その他の所得のうち一時的なもの 

・所定の期限（条件成就期限）までに勤務先を退職することが確実な方のその勤務先か

らの収入 

・生活保護法による扶助費 

・原爆被爆者諸手当 

・雇用保険金、労災保険金、休業補償 

・児童手当、児童扶養手当 

・仕送り 

・遺族年金・遺族基礎年金、障害年金・障害基礎年金、老齢福祉年金など（課税対象とな

る公的年金等は除く） 

・給与所得者の一定額までの通勤手当 

・年金生活者支援給付金 

年
収
1 

年
収
2 

 

所
得
1 

所
得
2 

 

 

入居する方全員
の収入 

収 入 を 所 得
に換算 

所
得
1 

所
得
2 

公営住宅法
の控除額 

12 か月 

＝ 
収入 

月額 

総所得額に公営住宅法の控除を行
う。控除された額を 12 か月で除す
ことで月額を算出 

－ 

名義人  同居人 名義人  同居人 
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（2）収入月額の計算方法 

 

(①～③の方は 9 ページ（2）の計算をする必要はありません。) 

(④～⑤の方は下記の通り推定年間収入を算出し、9 ページ（2）を参考に年間所得金額を計算して下さ

い。) 

(⑦の方は 9 ページ(３)を参考に年間所得金額を計算して下さい。) 
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戸田市笹目〇-△-□ 
     ハイツ戸田１０１ 

戸田市笹目〇-△-□ハイツ戸田１０１ 

戸田 太郎 

この金額がその年の年間所得

金額です。この金額を 10 ペー

ジ(A)世帯の年間所得金額に入

れます。 

確定申告書の「合計⑨」の金額が所得金額で

す。これは 10 ページの(A)世帯の年間所得

金額の欄に入れます。 

10 ページ 

この金額がその年の年間収入金

額です。この金額を 9 ページの

表 3 に当てはめ年間所得金額に

入れます。 
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(5 ページ参照) 
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（表４） 
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４ 募集住宅                     

No 住宅名 所在地 
昇降機 

（EV） 
ガス 駐車場 間取 

対象 

世帯 

家賃 

（予定） 

平均 

倍率 

(※2) 

① 
下笹目住宅 

406 号室 

笹目 

8-1-26 
有 都市 有 

1DK 

（40.2 ㎡） 

1 人以上 

（※1） 

19,100 

～37,600 円 
37 倍 

② 
川岸住宅 

206 号室 川岸 

2-6-22 
無 都市 無 

2DK 

（33.1 ㎡） 
2 人以上 

10,200 

～20,100 円 
8 倍 

③ 
川岸住宅 

403 号室 

④ 
下前住宅 

306 号室 下前 

1-10-10 
有 都市 有 

2LDK 

（55.0 ㎡） 
2 人以上 

26,100 

～51,300 円 
55 倍 

⑤ 
下前住宅 

605 号室 

⑥ 
柳原住宅 

301 号室 
新曽 980 無 

プロ

パン 
無 

3DK 

（40.6 ㎡） 
2 人以上 

12,700 

～24,900 円 
20 倍 

※１ 1 人以上世帯は（1）60 歳以上（令和 7 年 1 月 31 日時点）の高齢者、（2）障害者（身体障害（1 

～４級）・精神障害（１～３級）・知的障害（Ⓐ、Ａ、Ｂ又はＣの療育手帳（みどりの手帳等）の交付    

を受けている方）、（3）戦傷病者、（4）原子爆弾被爆者、（5）生活保護法の被保護者、（6）特定中国 

残留邦人等で支援給付受給者、（7）海外からの引揚者、（8）ハンセン病療養所入所者、（9）配偶者 

暴力防止法等で規定するＤＶ被害者のいずれか該当する方のみ入居可 

※２ 倍率は、同じ住宅で同じ間取りの住戸の過去５年間の平均倍率を記載 

※３ 市営住宅入居申込は 1 世帯につき 1 住宅のみとなります。申込者を変えて複数回申し込んだり、複 

数の住宅を申し込んだりした場合は失格となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①  

 

④⑤ 

②③ 

⑥ 



- 13 - 

① 下笹目住宅 406 号室 

住 所 戸田市笹目 8-1-26 

完成年度 平成 20 年度 

建物構造 鉄筋コンクリート造 7 階建（エレベーターあり） 

間取・面積 1ＤＫ（7.2 帖）・40.2 ㎡ 

対象世帯 1 人以上世帯（P.12 ※１ に該当する方のみ申込できます） 

家 賃 19,100～37,600 円（予定） 

駐車場 あり（使用する場合、8,000 円/月） 

最寄り駅 埼京線戸田駅までバス 18 分、バス停「笹目市営住宅」まで徒歩 1 分 
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② 川岸住宅 206 号室 

住 所 戸田市川岸 2-6-22 

完成年度 昭和 45 年度 

建物構造 鉄筋コンクリート造 4 階建（エレベーターなし） 

間取・面積 2ＤＫ（6 帖、4.5 帖） ・ 33.1 ㎡ 

対象世帯 2 人以上世帯（単身世帯は申込みできません） 

家 賃 10,200～20,100 円（予定） 

駐車場 なし 

最寄り駅 埼京線戸田公園駅 徒歩 12 分 
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③ 川岸住宅 403 号室 

住 所 戸田市川岸 2-6-22 

完成年度 昭和 45 年度 

建物構造 鉄筋コンクリート造 4 階建（エレベーターなし） 

間取・面積 2ＤＫ（6 帖、4.5 帖） ・ 33.1 ㎡ 

対象世帯 2 人以上世帯（単身世帯は申込みできません） 

家 賃 10,200～20,100 円（予定） 

駐車場 なし 

最寄り駅 埼京線戸田公園駅 徒歩 12 分 
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④ 下前住宅 306 号室 

住 所 戸田市下前１̶10-10 

完成年度 平成１2 年度 

建物構造 鉄筋コンクリート造７階建（エレベーターあり） 

間取・面積 2LＤＫ（6 帖、5.2 帖、8.3 帖） ・ 55.0 ㎡ 

対象世帯 2 人以上世帯（単身世帯は申込みできません） 

家 賃 26,100～51,300 円（予定） 

駐車場 あり（使用する場合、12,000 円/月） 

最寄り駅 埼京線戸田公園駅 徒歩 1１分 

 ※部屋によって配置等が多少異なる場合があります。 
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⑤下前住宅 605 号室 

住 所 戸田市下前１̶10-10 

完成年度 平成１2 年度 

建物構造 鉄筋コンクリート造７階建（エレベーターあり） 

間取・面積 2LＤＫ（6 帖、5.2 帖、8.3 帖） ・ 55.0 ㎡ 

対象世帯 2 人以上世帯（単身世帯は申込みできません） 

家 賃 26,100～51,300 円（予定） 

駐車場 あり（使用する場合、12,000 円/月） 

最寄り駅 埼京線戸田公園駅 徒歩 1１分 

 ※部屋によって配置等が多少異なる場合があります。 
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⑥柳原住宅 301 号室 

住 所 戸田市大字新曽９８０番地 

完成年度 昭和 46 年度 

建物構造 鉄筋コンクリート造 5 階建（エレベーターなし） 

間取・面積 3ＤＫ（6 帖、6 帖、3 帖） ・ 40.6 ㎡ 

対象世帯 ２人以上世帯（単身世帯は申込みできません） 

家 賃 12,700～24,900 円（予定） 

駐車場 なし 

最寄り駅 埼京線戸田駅 徒歩 10 分 

 

 

※部屋によって配置等が多少異なる場合があります。 
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５ 入居者募集の流れ                  

窓口・郵送 申込  インターネット 申込 

【募集期間】令和 6 年 11 月 1 日（金）8：30 か

ら令和 6 年 11 月 18 日（月）17：15 まで（窓口

受付は、土日祝日及び開庁日の 12 時～13 時を除

く。） 

【提出先】戸田市役所 ３階 2４番 建築住宅課 

・必要書類をご記入の上、建築住宅課窓口または郵

送にて提出してください。郵送で提出する場合、郵

送事故等防止のため、郵便物の追跡ができる方法で

お送りいただくことをお勧めします。 

なお、令和 6 年 11 月 18 日（月）17 時 15 分ま

でに建築住宅課へ届かなかった書類は受付できま

せん。 

【提出書類】 

①市営住宅入居申込書 

②個人情報、住宅の修繕及び共用部分の管理に関す 

る同意書 

③優遇世帯に関する申告書 

④85 円切手貼り付け済みのハガキ 2 枚 

（申込受付票、抽選結果通知書） 

⑤市営住宅入居申し込み チェックリスト 

【募集期間】令和 6 年 11 月 1 日（金）

9：00 から令和 6 年 11 月 18 日（月）

17：00 まで 

・下記 QR コードから申込ページにアクセ

スし、必要項目を入力ください。 

・令和６年１１月１８日（月）１７：００

までに申込フォームから申込みしてくだ

さい。 

・申込後、登録いただいたメールアドレス

宛に申し込み完了メールが送信されます。 

【入力項目】 

①市営住宅入居申込フォーム 

②個人情報、住宅の修繕及び共用部分の 

管理に関する同意項目 

③優遇世帯に関する申告内容 

【申込ホームページはこちら】 

 

受付票送付（窓口・郵送 申込） 
 
抽選番号送付（インターネット申込） 

市から、抽選番号を記入した「市営住宅入居申込

受付票」（ハガキ）を抽選日前日までに送付します。

届かない場合にはご連絡ください。 

市から、登録いただいたメールアドレス

に抽選番号を送付します。抽選日前日まで

に届かない場合にはご連絡ください。 

 

公開抽選 

【抽選会日時】令和 6 年 12 月 4 日（水）午前 10 時開始 

【場 所】戸田市役所 5 階 大会議室 A 

公開抽選によって、当選者及び補欠者を選出します。なお、抽選会は、公正な抽選を行うために

公開しているものです。抽選会への出席の有無が結果に影響を及ぼすことはありません。 



- 20 - 

 

抽選結果送付（窓口・郵送 申込） 
 
抽選結果送付（インターネット 申込） 

市から申込者へ、抽選結果を記入した「抽

選結果通知書」（ハガキ）を送付します。令和

6 年 12 月 11 日（水）までに届かない場合

は建築住宅課までご連絡ください。 

市から申込者へ、登録いただいたメールア

ドレスへ抽選結果を送付します。令和 6 年

12 月 11 日（水）までに届かない場合は建

築住宅課までご連絡ください。 

 

資格審査書類の提出 

【提出期限】令和 6 年 12 月 20 日（金）17 時 15 分まで 

当選者は、資格審査に必要な書類を建築住宅課窓口へ提出してください（郵送不可）。また、

当選された方で、室内の内見を希望される場合は、内見希望日の 3 日前までに建築住宅課まで

ご連絡ください。 

 

資格審査結果書類の送付 

市から当選者の方へ、令和 7 年 1 月上旬から中旬までに資格審査結果書類及び入居手続き

に関する書類を送付いたします。 

 

入居手続きに関する書類の提出 

当選者の方は、定められた敷金の納付や連帯保証人の選任を行い、必要書類を建築住宅課窓

口へ提出してください。 

 

入 居 

原則として、令和７年２月 1 日（土）から 15 日以内に入居していただきます。ただし、家

賃は引越日にかかわらず、２月 1 日分から発生します。 

≪注意事項≫ 

以下に該当する場合、失格となります。 

・申込内容が、虚偽である場合 

・同一世帯で、2 通以上の申し込みをした場合 

・資格審査書類を指定された期日までに提出しなかった場合 

・入居者資格を満たしていないことが判明した場合 

・入居決定通知書を受けながら、指定された期日までに入居手続きを行わなかった場合 

・申込書に記載した世帯員が、入居できなくなった場合 

・申込後に住所やメールアドレスを変更し、これを建築住宅課へ連絡しなかったため、通知書等 

が到達しないとき 



- 21 - 

６ 入居予定者の選定（公開抽選）           

（1）抽選番号 

申込があった世帯に対して抽選番号を 1 つ付与します。抽選番号は、市から申込者

に対して受付票を送付してお知らせします。 
 

（2）優遇抽選 

特に配慮が必要な世帯に対して優遇抽選を実施しています。下記の優遇世帯に該当す

る方については、通常 1 世帯に対して 1 つ付与している抽選番号に加え、その該当する

条件の数だけ抽選番号を付与します。 

ただし、１ＤＫタイプ住宅の申込世帯について、下記優遇世帯に２つ以上該当した場

合には、申込条件を除いた数だけ抽選番号を加算します。 

≪優遇世帯≫ ※詳しい要件は別紙の「優遇世帯に関する申告書」をご覧ください。 

① 母子・父子世帯 

② 高齢者世帯 

③ 障害者世帯 

④ 原子爆弾被爆者 

⑤ 海外引揚者 

⑥ ハンセン病療養所入所者 

⑦ ＤＶ被害者世帯 

⑧ 通算 3 回落選・補欠 

⑨ 子育て世帯（ただし、子が 20 歳未満に限る。） 
 

（3）抽選方法 

抽選は住宅ごとに次のとおり行います。補欠者の選出についても同様です。 

①抽選箱に抽選番号と同じ番号札を入れます。 

②抽選箱から 1 つずつ番号札を取り出します。（市職員が行います） 

③各住宅の 1 番目が「当選者」となります。 
 

（4）補欠者 

補欠者は各部屋に対して 1 位から 3 位までの計 3 名ずつ選出いたします。 

補欠者は、申し込みを行った空室に入居辞退等の事由が発生した場合、補欠順位に

従って、入居のご案内をします。 

なお、当選者が入居手続きを完了した時点で補欠者としての資格は喪失します。 
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７ 入居者資格審査                   

当選者の方は、以下の書類を提出期限までに持参してください。 

審査等の結果、入居資格のある方に、後日、その内容を通知します。残念ながら入居

資格がなかった方にも、その旨をお知らせします。 

なお、期日までに書類の提出がなかった場合は、入居辞退者となり、原則として次回

募集時から 1 年間は申し込みできません。 

 

提出期限：12 月 20 日（金）17 時 15 分まで 

提出場所：戸田市役所 3 階 24 番窓口 建築住宅課 

 

 

 

書 類 内 容 

納税の証明書※１ 

（収納推進課） 
市町村長が発行する市民税等の完納証明書（申込世帯全員※2 の分） 

現在住んでいる 

住宅の証明書 

次の①又は②のいずれかの書類 

①賃貸アパートや借家に住んでいる方 

→賃貸借契約書のコピー 

②親族等の家に住んでいる方 

→家屋の登記全部事項証明書（所有権の記載のあるもの） 

  ◎法務局が発行したもの 

※1 令和 6 年 1 月 2 日以降に戸田市に転入された方の証明は、令和 6 年 1 月 1 日に

住民登録のある市区町村で発行されます。市区町村によって市民税等の完納証明

書が発行されない場合があるため、その時は、令和 6 年度（令和 5 年分）納税証

明書をご提出ください。 

※2 申込日時点で中学生以下の方を除いて入居される方全員の分が必要です。 

 

  

全員（申込書に記載されている親族）に提出していただく書類 
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区 分 書 類 

収

入 

令和５年 1 月 2 日以降に現在の職場に

就職した方 

・給与支払証明書（直近３か月分） 

令和５年 1 月 2 日以降に自営業を開業

した方 

・税務署長に提出した開業届の控え 

・事業所得等収支明細書（直近３か月分） 

令和 5 年 1 月 2 日以降に退職し、現在

無職の方 

・雇用保険受給資格者証のコピー又は退職証

明書（当時の勤務先の代表者等が証明したも

の） 

令和 5 年 11 月以降に新たに年金の受給

権を取得した方 

・年金証書及び年金支払通知書のコピー 

在

勤 

市外居住者で市内に勤務場所のある方 ・在職証明書（勤務先の代表者等が証明したも

の） 

・世帯全員で、続柄の記載のある住民票 

・令和 6 年度所得証明書（令和 5 年分所得）

※中学生以下を除き全員分提出 

世

帯

状

況 

事実上婚姻関係が解消した世帯 ・戸籍謄本（3 ヶ月以内の発行） 

・入居可能日の前日時点（令和 7 年 1 月 31

日）で連続して 1 年以上別居していること

を証明する双方の住民票又は家庭裁判所に

離婚の調停を申し立てている証明書 

・児童扶養手当証書のコピー（受給している方

のみ提出） 

事実婚の関係（パートナーシップ関係・

ファミリーシップ関係を含む）に該当す

る世帯 

次のいずれかの書類 

・それぞれの戸籍謄本と内縁関係申立書等 

※ただし、入居可能日の前日時点（令和 7 年 1

月 31 日）で連続して 1 年以上同居している

こと。 

・それぞれの戸田市パートナーシップ・ファミ

リーシップ届出制度に関する届出受理証明書

又は届出受理証明カード 

同居予定者が別世帯の場合 ・戸籍謄本（3 ヶ月以内の発行） 

該当する方のみ提出していただく書類 
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区 分 書 類 

世

帯

状

況 

現在婚約中の方 ・婚約証明書 

※令和 7 年 1 月 31 日までに入籍したことが

確認できる書類を提出することが条件とな

ります。 

配偶者のいない成人 ・戸籍謄本（3 ヶ月以内の発行） 

単身で申込む方 ・戸籍謄本（3 ヶ月以内の発行） 

外

国

籍 

日本国籍のない方 次のいずれかの書類 

・在留カードまたは特別永住証明書（カード）

の表裏のコピー （世帯全員分提出） 

子

育

て 

母子（父子）世帯 ・戸籍謄本（親子別戸籍の場合は両方必要）（3

ヶ月以内の発行） 

ひとり親（寡婦）に該当する方 ・戸籍謄本（配偶者の死亡等が確認できるも

の）（3 ヶ月以内の発行） 

落

選 

通算 3 回落選・補欠 ・落選または補欠となった「抽選結果通知 

書」3 枚 

※募集月の前の直近 5 年間において、同一名

義人で市営住宅の入居申込をし、落選もしく

は補欠となった回数が 3 回以上の方。 

被

害

者 

ＤＶ被害者世帯 次のいずれかの書類 

・女性相談支援センター又は配偶者暴力相談

支援センターの長の証明 

・女性自立支援施設又は母子生活支援施設の

長の証明（入所の証明） 

・裁判所が決定した保護決定書のコピー 

公

共

事

業 

都道府県営住宅、UR 賃貸住宅及び特定

優良賃貸住宅に居住中の方で、住宅の除

却が決定している方 

・除却が決定していることを証明する書類の

コピー 

都道府県営住宅に入居しており、かつ、

正当な事由による明渡しの期限日が定

められている方 

・都道府県営住宅の事業主体が発行した、明渡

し期限日が明記されている書類のコピー 
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区 分 書 類 

災

害 

災害により住宅が滅失した世帯 ・市町村が発行する住宅の滅失を証明する書

類（罹災証明書） 

そ

の

他 

原子爆弾被爆者 ・被爆者健康手帳のコピー 

ハンセン病療養所等に入所していた方

がいる世帯 

・入所証明書（国立ハンセン病療養所等の長、

又は厚生労働省健康局疾病対策課長が証明

したもの） 

特定中国残留邦人等で支援給付を受給

されている方 

・支援給付受給証明書 

※ 世帯の状況に応じて、追加で書類の提出をお願いする場合があります。 

 


